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成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託 

に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託（以

下「業務」という。）について、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選

定する手続（以下「プロポーザル手続」という。）に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 （選定審査委員会） 

第２条 プロポーザル手続を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会（以下「委員

会」という。）を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 

 (1) プロポーザル手続における提出書類等の評価、審査及び受注候補者の選定 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 委員会は、福祉部長、社会福祉課長、障がい者福祉課長、介護保険課長、危機

管理課長の合計5人の委員をもって構成する。 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部長を、副委員長は社会福

祉課長をもってこれに充てる。 

４ 委員は、職務その他の事由により評価を行うことができない場合は、代理して評

価を行う委員を指名することができる。 

５ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

６ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。 

８ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

９ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

１０ 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

 （参加者の参加資格等） 

第３条 この要領に基づくプロポーザル手続に参加することができる者（以下「有資

格者」という。）は、成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に

関する公募型プロポーザル募集要項（以下「募集要項」という。）に定める要件を

満たす者とする。 

２ 有資格者は、この要領に基づくプロポーザル手続に参加しようとするときは、募集

要項に基づく参加申込書等により市長に申請するとともに、募集要項の定めると

ころにより企画提案書等を市長に提出しなければならない。但し、後段については、

参加申込後に辞退する場合はこの限りではない。 

 

 （評価） 

第４条 委員会は、前条第２項の規定により参加申込書及び企画提案書等が提出さ

れたときは、次のおとり評価を行うものとする。 

(1) 参加資格の確認：書類審査とし、参加申込書等を基に事務局が参加資格の

有無の確認を行い、プレゼンテーションの進出可否を決定する 

(2) プレゼンテーション：企画提案書等、それらを基にしたヒアリング及び質疑応
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答による評価とし、委員会が評価を行い、評価得点の高い者から順に順位を決

定する。 

２ 評価の内容に関する問合せには、応じないものとし、審査結果に対する異議申立

ては、受け付けない。 

 

 （優先交渉権者の選定） 

第５条 委員会は、プレゼンテーションの評価順位が第１位の者を優先交渉権者とし

て選定するものとする。 

２ 最高点の者が複数いる場合は、原則として、提案金額の安価な者を優先交渉権

者とする。 

 

 （失格条項等） 

第６条 第３条第２項の規定により企画提案書等を提出した者（以下「提出者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、その提案は、無効とする。 

(1) 企画提案書等の提出方法、提出先又は提出期限に適合しないこと。 

(2) 参加資格を満たさない者であること。 

(3) 企画提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないこと。 

(4) 企画提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されていること。 

(5) 企画提案書等に許容された表現方法以外の表現方法が用いられていること。 

(6) 企画提案書等に虚偽の内容が記載されていること。 

(7) この要領及び募集要項に定められた方法以外の方法により、委員会の委員

又は関係者に、プロポーザル手続に対する援助を直接的又は間接的に求める

こと。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為を行い、かつ、審査結果に

影響を与えるおそれのあること。 

 

 （優先交渉権者の決定及び選定結果の通知） 

第７条 委員会は、第５条の規定により優先交渉権者として選定した者を市長に報

告するものとする。 

２ 市長は、優先交渉権者を決定し、各参加者の結果を文書により通知するものと

する。 

３ 市長は、優先交渉権者が契約締結までの間にプロポーザル手続に係る参加資格

を有しなくなった場合は、評価結果が次点の者を新たに優先交渉権者とし、必要

な手続を行うものとする。 

 

 （契約） 

第８条 市長は、決定した優先交渉権者を業務に係る見積書の徴取の相手方とし、

交渉を行うものとする。 

２ 前項の交渉の結果、契約が成立しない場合は、評価順位が次点の者を見積書の

徴取の相手方とし、交渉を行うものとする。 

 

 （プロポーザル手続の取扱い） 

第９条 プロポーザル手続の取扱いは、次に定めるとおりとする。 

(1) 参加を希望する１法人につき、提案は１件とする。 

(2) 提出された企画提案書等は、返却しない。 
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(3) 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

(4) 提出された企画提案書等は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し、使

用することができるものとする。 

(5) 提出された企画提案書等は、公平性、透明性及び客観性を期するため、公

表できるものとする。 

(6) 前号の規定により企画提案書等を公表する場合、その写しを作成し、使用

することができるものとする。 

(7) 提案説明及び質疑応答については、音声の録音を行うことができるものとす

る。 

 

 （事務局等） 

第１０条 この要領に基づくプロポーザル手続に関する事務局及び委員会の庶務は、

福祉部社会福祉課において担当する。 

 

 （委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和8年6月10日から施行する。 

 （失効） 

２ この要領は、業務委託契約の完了日をもって、その効力を失う。 


